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「研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のため

の措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物

等の第二種使用等をする必要がある場合を定める件」に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

 

 

 「研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非

常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必

要がある場合を定める件」について、令和６年９月 24 日から令和６年 10 月 23 日まで

の期間、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム・電子メール・郵便を通じて、

広く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ、合計 13件の御意見をいただきま

した。 

 今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりです。

なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。貴重な御意

見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 

 


